
刊行にあたって

本書は，銀行業務検定試験「相続アドバイザー３級」（CBT方式を含む）の受験
参考書として刊行されたものです。過去の試験問題については『相続アドバイザー
３級問題解説集』（銀行業務検定協会編）に収載されていますが，本書は，試験問題
を解くための必要知識について簡潔に解説し，試験合格に向けてのサポート役とし
て活用していただくことを第一義に編集しています。

金融機関にとって，相続に関する実務は個人取引におけるすべての業務に関連す
るものであり，その知識の習得は正確かつ適切な事務処理のために欠くことはでき
ません。相続の実務は主として民法に基づいて処理されますが，銀行業務検定試験

「相続アドバイザー３級」は，その法的知識とともに相続税および事業承継などの周
辺知識の習得度を判定するものであり，日頃の研鑽の成果を試すものとして，ぜひ
チャレンジすることをおすすめします。 

本書とともに『相続アドバイザー３級問題解説集』も併せて活用されることによっ
て，銀行業務検定試験「相続アドバイザー３級」に合格されることを祈念申し上げ
ます。

2023年６月
経済法令研究会
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本書の利用のしかた

本書は，銀行業務検定試験「相続アドバイザー３級」受験（CBT方式を含む）の
ための受験参考書です。
本試験問題は四答択一式50問となっています。出題範囲および各問題数は「相続
の基礎知識」20問，「相続と金融実務」15問，「その他周辺知識」５問，「事例付四
答択一式」10問です。

本書各編でとりあげる項目（テーマ）は，過去の試験問題で出題され，その頻度
の高いものを精選していますので，必ず一度は目を通し理解するまで読まれること
をおすすめします。
なお，本書には次の特長を設けています。
〈巻頭　出題項目一覧〉直近４回試験の出題テーマを一覧にしています。
〈本文　直近４回試験の出題頻度〉�直近の出題傾向を４つ星で表しています。頻度

が高いものほど★マークが多くなっています。
〈本文　学習のポイント（吹き出し）〉�要点整理や理解を深めるためのポイントを

記載しています。
〈本文　理解度チェック〉�本文の内容の理解度をはかるために設けています。問題

を解きながら要点を押さえましょう。
〈側注　関連過去問題〉�銀行業務検定試験で過去に実際に出題され，本文に関連す

る問題の出題年と問題番号を掲載しています。
〈側注　重要用語〉�本文を理解するうえで押さえておきたい用語をピックアップし

て，一部には解説を加えているものもあります。
〈側注　補足〉�本文の説明を補足する内容またはポイント等をまとめています。主

に理解を深めるために役立つものを扱っています。
〈側注　参照〉�その箇所が他の編にも関連している場合に，参照として付記してい

ます。また，本文の参考となる文献や出典についても付記していま
す。

〈側注　注意〉�とくに留意すべき点をまとめています。
〈巻末　重要用語索引〉　�重要用語（上記参照）を索引で引くことができます。

本書を読まれ内容につき理解されましたら，過去の試験問題にチャレンジしてみ
ましょう。そのためには，別に刊行されている『相続アドバイザー３級問題解説集』
（銀行業務検定協会編）を利用されることをおすすめします。実際の問題を解いてみ
て，誤ったところは再度本書で確かめてください。その繰返しの学習により理解は
一層深まるでしょう。
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出題範囲 相続アドバイザー3級

Ⅰ　四答択一式
▶相続の基礎知識〈20問〉
相続の開始と手続期限／相続人の範囲と順位・相続欠格と廃除／相続と遺
贈（法定相続分・遺留分・死因贈与等）／相続の承認・放棄／遺産分割協
議／調停・審判による分割／遺言の効力・種類・要件・内容変更等／配偶
者居住権等／遺言書の取扱い／戸籍／相続に関する登記手続／相続・贈与
税の課税・非課税財産／債務控除および葬式費用／相続財産の評価方法／
相続税の計算／相続税申告書の提出と納税／延納・物納　等

▶相続と金融実務〈15問〉
相続発生時の確認事項／相続預金の照会／預金者等の死亡確認方法（書類）
と相続人への払戻方法／未分割時の葬儀費用の払戻請求の対応／遺産の相
続手続（預金解約・名義変更等）／相続預金の流出防止／債務の承継手続
／抵当権と相続／保証人が死亡した場合／外国籍の人の相続対応／通帳・
貸金庫等の取扱い／相続手続必要書類（相続手続依頼書・戸籍全部事項証
明書（戸籍謄本）・住民票・印鑑（登録）証明書等）　等

▶その他周辺知識〈５問〉
相続アドバイスをする際のコンプライアンス／相続人の不存在／遺言信託
（業務）／遺産整理業務／相続税対策／個人事業主の事業承継対策／異例扱
い／専門家とのネットワーク連携／遺族年金／生前対策（成年後見制度・
贈与）／各種信託商品　等

Ⅱ　事例付四答択一式（10問）
上記Ⅰの範囲での事例問題　５事例10問�
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●過去4回の出題項目
分　野 出題項目 2023年3月

（第154回）
2022年10月
（第153回）

2022年3月
（第151回）

2021年10月
（第150回）

相
続
の
基
礎
知
識

一　般
相続手続きの流れ・タイムスケジュール ○ ○ ○ ○
戸籍の全部事項証明書・種類等 ○ ○ ○
相続財産の種類等 ○

相続人と相続
分

相続人の把握 ○ ○ ○
相続人の欠格・廃除 ○ ○
養子縁組制度 ○ ○
特別受益の対象額の計算 ○
被相続人への寄与 ○
不動産登記制度および相続登記 ○
特別寄与制度 ○

遺産分割協議
と遺言

相続の承認・放棄・限定承認 ○ ○
遺産分割 ○ ○ ○
遺言の種類・取扱い・効力・撤回・無効 ○ ○ ○ ○
包括遺贈 ○
相続手続きにおける不在者等の取扱い ○
遺言の執行 ○ ○
配偶者居住権・配偶者短期居住権 ○ ○ ○
自筆証書遺言書の保管制度 ○ ○ ○

相続税等と相
続関連事項

相続税の納税義務者と課税対象 ○ ○
相続財産の評価 ○ ○ ○
小規模宅地等の評価特例 ○ ○
死亡退職金等の課税価格 ○
債務控除 ○ ○ ○
被相続人にかかる葬式費用 ○
相続税の課税価格の合計額の計算 ○
相続税の総額の計算 ○
相続税の税額控除，配偶者の税額軽減，税額加算 ○ ○ ○ ○
遺産未分割の際に適用されるもの・されないもの ○ ○ ○
生前贈与対策の特例 ○ ○ ○
相続税・贈与税の申告・納税 ○ ○ ○ ○
贈与税の配偶者控除の適用 ○
農地の相続と転用 ○ ○

相
続
と
金
融
実
務

手続関連

相続開始時の初動対応 ○ ○ ○ ○
相続手続きの必要書類 ○
相続手続きにおける不在者等の取扱い ○ ○
代理人・使者の確認事項 ○ ○
遺言書のチェックポイント ○
遺産の名義変更手続き ○ ○

預金関連

取引経過開示請求・残高証明書の発行依頼 ○ ○ ○ ○
預かり資産等の相続手続き ○ ○ ○ ○
相続預貯金の払戻可能額の算出等 ○ ○ ○ ○
当座勘定取引先の死亡 ○ ○
外国籍の預金者が死亡した場合の対応 ○ ○ ○ ○
口座引落し・振込等 ○ ○
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分　野 出題項目 2023年3月
（第154回）

2022年10月
（第153回）

2022年3月
（第151回）

2021年10月
（第150回）

相
続
と
金
融
実
務

預金関連 後見制度支援信託・後見制度支援預金 ○

各種取引等

相続手続きにおける高齢者等への対応 ○ ○ ○
行方不明の共同相続人がいる場合の取扱い ○
貸金庫取引先の死亡 ○ ○ ○ ○
保険契約の形態と相続 ○ ○ ○

融資関連

融資の相続 ○
債務引受等 ○ ○ ○
保証人または債務者の死亡 ○ ○ ○ ○
抵当権・根抵当権と相続手続き ○ ○ ○
債務承継額の算出 ○ ○
リバース・モーゲージと相続 ○
融資商品の特徴と相続開始後の取扱い ○ ○

そ
の
他
周
辺
知
識

コンプライアンス 相続アドバイスとコンプライアンス ○ ○ ○ ○
遺産整理業務等 遺言信託（遺言執行引受予諾業務）・遺産整理業務等 ○ ○ ○

生前対策
後見制度支援信託・後見制度支援預金 ○
生前贈与等 ○
相続対策と事業承継 ○

その他
法定相続情報証明制度 ○ ○
遺族年金等 ○ ○ ○ ○
成年後見制度・任意後見制度 ○ ○ ○ ○

事
例
付
四
答
択
一
式

戸　籍 戸籍調査のポイント ○
相続に係る民法およ
び相続税法の規定

特別受益額の計算 ○ ○
相続人の把握 ○ ○

遺留分
遺留分制度 ○
遺留分侵害額の請求 ○ ○
遺留分侵害額の計算 ○ ○ ○ ○

生前対策

贈与税の配偶者控除の適用 ○ ○
老後資金の確保と資産運用計算にかかる係数等 ○ ○
生前贈与にかかる納付税額の計算 ○ ○ ○ ○
リバースモーゲージの活用 ○

信託の活用

特定贈与信託 ○
遺言信託業務（遺言執行引受予諾業務） ○
遺言代用信託 ○ ○ ○
特約付き信託 ○

事業承継対策
同族会社の自社株評価と株価引下げ対策 ○ ○
事業承継対策 ○ ○ ○

その他
生命保険の活用 ○
相続税の課税遺産総額の計算 ○ ○ ○
相続税の総額の計算 ○ ○ ○
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相続とは，個人が死亡した場合に，相続人が，死亡した者（被
相続人）の財産に属した一切の権利・義務を包括的に承継するこ
とをいう。
相続は，被相続人の死亡によって開始する（民法882条。以下，
民法については条数のみ記載する）。相続の開始について，相続人
が被相続人の死亡の事実を知っているか否かは関係なく，また死
亡届や相続登記の有無も，相続開始の効果の発生時期を左右する
ものではない。

死亡の確認1

死亡の証明は，通常，戸籍によって行われる。人が死亡したと
きは，同居の親族等（届出義務者）が死亡の事実を知った日から
７日以内（国外で死亡したときは，その事実を知った日から３ヵ
月以内）に，死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市
役所，区役所または町村役場に死亡届を提出する必要がある。死
亡届が提出されると，死亡の事実が戸籍に反映されることになる。
金融機関としては，相続事務の画一的処理のため，戸籍の記載
事項に照らして相続の開始について判断を行う。
死亡の事実が確実に証明されない場合であっても，失踪宣告ま
たは認定死亡に該当するときは，死亡したものと扱われて相続が
開始する。
▶ 1. 失踪宣告
不在者の生死不明が一定期間継続した場合，利害関係人（不在

関連過去問題
2023年3月

　問1・問24
2022年10月

　問1・問4
2022年3月

　問1・問23
2021年10月

　問1・問29

直近４回試験の出題頻度 ★★★★

相続の開始1
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者の配偶者やその他相続人など）からの請求に基づき，不在者は，
家庭裁判所の審判（失踪宣告）により死亡したものと扱われる。
この失踪宣告には，普通失踪と危難失踪の２種類がある。
なお，失踪宣告を受けた不在者が生存すること，または，上記
の時期と異なる時に死亡したことの証明があったときは，家庭裁
判所は，本人または利害関係人の請求により，失踪宣告を取り消
さなければならない（32条１項）。
▶ 2. 認定死亡
ある者が水難や火災などにより死亡したことが確実であるもの
の，死体が確認されない場合には，その取調べをした官公署等が
死亡を認定し，市町村長に死亡の報告を行い，それに基づいて戸
籍に死亡の記載がなされれば，その者は戸籍に記載された年月日
に死亡したものと推定される（戸籍法89条）。これを，認定死亡
という。

相続開始後のタイムスケジュール2

相続開始後の一般的なタイムスケジュールは，次頁のとおりで
ある。

失踪宣告

重要用語

●失踪宣告の種類
種類 内容
普通失踪

（30条１項・31条）
不在者の生死が７年間明らかでない場合，その７年の期間が満了した時に
死亡したものとみなされる

危難失踪
（30条２項・31条）

戦争，船舶の沈没など，死亡の原因となるべき危難に遭遇し，その危難が
去った時から１年間生死不明の場合に，危難の去った時に死亡したものと
みなされる

相続税について
は，第３編を参
照。

参照

認定死亡

重要用語

31　相続の開始
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※�　①②③の起算点は，いずれも相続の開始があったことを知った日の翌日である（①につい
て，民法915条１項では「相続の開始があったことを知った時」と定められているが，初日
不算入の原則（140条本文）により，実質的には②③の相続税法と同様となる）。

被相続人の死亡により相続が開始

遺言書がある場合は原則として遺言書に従う

戸籍謄本により相続人を特定

被相続人のプラス財産（預貯金，不動産等）・マイ
ナス財産（借金等）の把握

相続放棄，限定承認，単純承認のいずれかの決定

１月１日から被相続人の死亡日までの所得金額を税
務署に申告・納付

相続人全員の話合い・合意による遺産分割協議書の
作成

相続税が発生する場合に行う

相続した財産の名義・登記の変更

（
①
３
ヵ
月
以
内
）

（
③
10
ヵ
月
以
内
）

（
②
４
ヵ
月
以
内
）

相続の開始

遺言書の確認

相続人の調査・確定

相続財産の調査

相続方法の決定

所得税等の
準確定申告

遺産分割協議

相続税の申告・納付

財産の名義書換

●相続開始後のタイムスケジュール
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原　則1

民法は，相続人となり得る者について２つの類型を定めている。
第１類型は被相続人の配偶者，第２類型は被相続人の血族（血の
つながりがある者）である。
▶ 1. 【第１類型】被相続人の配偶者
被相続人に配偶者がいる場合には，配偶者は常に相続人となる

（890条）。
配偶者は，戸籍上の配偶者である必要があり，内縁関係にあっ
たとしても相続人になることはできない。これは，相続に関する
法律関係の画一的処理の必要上，誰が相続人であるかは形式的に
戸籍により明らかになった方がよいと考えられているためである。
▶ 2. 【第２類型】被相続人の血族
被相続人の血族には，次のとおり，グループごとに相続する順
位が付けられている。先順位のグループがいない場合にはじめて，
後順位のグループが相続することができる。
⑴　第１順位グループ：子
第１順位グループは，被相続人の子である（887条１項）。嫡出
子か否かは問わない。
なお，被相続人の死亡以前に子が死亡したり，相続欠格や廃除
によって子が相続権を喪失した場合でも，その子に子（被相続人
の孫）がいるときは，第２順位グループの相続人が相続するので
はなく，孫が子に代わって相続人となる。これを，代襲相続とい

関連過去問題
2023年3月

　 問2・問3・問5・
問44
2022年10月

　問13・問41
2022年3月

　問2・問3・問4
2021年10月

　問2・問41

直近４回試験の出題頻度 ★★★★

相続人の範囲と順位2
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う。
⑵　第２順位グループ：直系尊属（父母，祖父母）
第２順位グループは，父母や祖父母といった直系尊属である

（889条１項１号）。直系尊属は，被相続人に子や孫（第１順位グ
ループ）がいない場合に相続人となる。
なお，親等の異なる複数の直系尊属がいる場合（たとえば，父
母のほかに祖父母がいる場合）には，親等の近い直系尊属（父母）
のみが相続することになる（889条１項１号ただし書）。
⑶　第３順位グループ：兄弟姉妹
第３順位グループは，兄弟姉妹である（889条１項２号）。兄弟
姉妹は，被相続人に子や孫（第１順位グループ），父母や祖父母
（第２順位グループ）がいない場合に相続人となる。
なお，兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡したり，相続欠格
により相続権を喪失した場合でも，その兄弟姉妹に子（被相続人
の甥・姪）がいる場合には，甥・姪が兄弟姉妹に代わって相続人
となる。

代襲相続につい
ては，「2代襲相
続」参照。

参照

●相続人の順位と範囲
順位 範囲

第１順位グループ 子 子
※　孫，曾孫以下は代襲相続可

配偶者第２順位グループ 直系尊属 父母，祖父母，曾祖父母など

第３順位グループ 兄弟姉妹 兄弟姉妹
※　甥・姪（一代のみ）は代襲相続可

被相続人の配偶者は常に相続人となるよ。
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�　次の相関関係図から，相続人の範囲を示すと下記のとおり
である。

Ｅ（弟） Ａ

Ｄ（母）

Ｂ（妻）

Ｃ（子）

ＡＡＡ

①　この例では，Ｂ・Ｃが相続人となる。
②　Ｃがいない場合→Ｂ・Ｄが相続人となる。
③　Ｃ・Ｄがいない場合→Ｂ・Ｅが相続人となる。
④　Ｃ・Ｄ・Ｅがいない場合→Ｂのみが相続人となる。
⑤　Ｂがいない場合→Ｃのみが相続人となる。
⑥　Ｂ・Ｃがいない場合→Ｄのみが相続人となる。
⑦　Ｂ・Ｃ・Ｄがいない場合→Ｅのみが相続人となる。

代襲相続2

相続人になり得るのは，原則として，前記「1原則」で述べた
者である。もっとも，この原則を貫くと，相続に関して不公平な
事態が生じることがある。たとえば，子Ｂがたまたま親Ａより先
に死亡した場合，子Ｂが親Ａを相続できない結果，孫Ｃは親Ａの
財産を承継することができないことになる。
一方，もし子Ｂが親Ａより先に死亡していなければ，孫Ｃは，
子Ｂの相続を通じて親Ａの財産を承継できたはずである。このよ
うに，子Ｂの死亡という偶然の事情によって，孫Ｃが親Ａの財産
を承継できるか否かが左右されるというのは，上から下の世代へ
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という自然な財産承継に対する期待を考えると不公平である。
そこで，このような不公平を解消するため，民法は，代襲相続
の制度を設けている。
▶ 1. 制度の内容
被相続人の子または兄弟姉妹が，相続開始以前に死亡した場合，
および相続欠格・廃除により相続権を失った場合に，被相続人の
子の子（つまり孫）または被相続人の兄弟姉妹の子（つまり甥・
姪）が代襲相続人として相続人を相続することになる（887条２
項・889条２項）。
なお，相続放棄は，自分の系統（子，孫など）には遺産はいら
ないという趣旨の任意処分をしたものととらえることができるた
め，代襲相続の原因ではないことに注意を要する。
▶ 2. 再代襲
代襲相続することのできた被相続人の子の子（つまり孫）が，被
相続人より先に死亡したり，相続欠格・廃除により相続権を失っ
た場合で，その孫に子（つまり曾孫）がいるときは，その曾孫が
被相続人を代襲相続することができる（887条３項）。これを，再
代襲という。
この再代襲は，被相続人の子にのみ適用があり，被相続人の兄
弟姉妹には適用がない（つまり，曾孫は代襲相続できるが，甥・
姪の子は代襲相続できない）。
▶ 3. 代襲相続人と養子の資格を兼ねる場合
被相続人の孫が被相続人夫婦と養子縁組をしている場合に，そ
の孫の親（つまり子）が被相続人の生前に死亡したときは，孫は，
被相続人との養子縁組による子としての資格と代襲相続人として
の資格を兼ねることになる。このような場合，孫の相続分は，代
襲相続人としての相続分と養子としての相続分の合計となる。

再代襲
　　

重要用語

代襲相続
　　　

重要用語

相続欠格・廃除
については，第１
編「３相続人の
欠格・廃除」参
照。

参照

相続放棄につい
ては，第１編「６
相続の承認・放
棄」参照。

参照
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胎児と相続3

相続人は，被相続人の死亡時にその財産を承継する者であるこ
とから，被相続人の死亡時に，権利能力（法律上の権利・義務の
主体となることができる資格）を有していること，すなわちこの
世に存在していることが必要である（同時存在の原則）。
そして，人は，出生により権利能力を有することになるため（３
条１項），同時存在の原則をもし貫けば，被相続人の死亡時に胎児
である者は，相続人にはなれないということになりそうである。
しかし，胎児は，近い将来に出生して人として権利能力を取得す
るのであるから，生まれてくるタイミングが多少早いか遅いかに
よって，相続権の有無が異なるのは不公平である。そこで，胎児
は，相続についてはすでに生まれたものとみなされ（886条１
項），相続権が認められている。
ただし，胎児が生きて生まれなかった場合には，胎児に相続権
は認められない（886条２項）。この点に関連して，生きて生まれ
るかどうか未確定の胎児の段階で権利能力を認めるかが問題とな
るが，判例は，胎児の段階では権利能力を認めず，生きて生まれ
たときに，胎児の時にさかのぼって権利能力があったとする考え
方を取っている（停止条件説。大判昭和７・10・６）。したがっ
て，遺産分割を行う際には，胎児の出生を待ってから手続を行う
ことが現実的である。

養子縁組4

養子縁組とは，血縁関係とは無関係に，養親と養子の間に親子
関係（およびこれを通じた親族関係）を生じさせる制度である。
養子は，養子縁組の日から，養親の嫡出子の身分を取得する（809
条）。また，養子は，原則として養親の氏を称する（810条本文）。

胎児は，遺贈に
おいても受遺者
になれる（第１編
「14遺贈」参照）。

参照

権利能力
　　　

重要用語

養子縁組
　　　

重要用語
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養子縁組には，一般の養子縁組（以下，「普通養子縁組」とい
う）に加えて，特別養子縁組がある。その大きな違いは，普通養
子縁組の場合は実親との親子関係が継続するのに対して，特別養
子縁組の場合はこれが終了する点にある。
▶ 1. 普通養子縁組

普通養子縁組とは，実親との親子関係を継続したまま，養親と
の間で新たな親子関係を生じさせる養子縁組をいう。養親との間
に法律上の親子関係が成立するものの，実親との親子関係が終了
するわけではない。したがって，普通養子縁組における養子は，
実親と養親の２組の親をもち，養親が死亡した場合に養親の相続
人となるのみならず，実親が死亡した場合には実子として実親の
相続人になる。

要件 内容
縁組の成立 養親と養子の同意により成立し，実父母の同意は不要
養親となる者 20歳に達した者（792条）

養親となる者
に配偶者があ
る場合

養子となる者が成年者の場合，配偶者の同意が必要（796条本文）。ただし，夫婦
共同で養子縁組をする場合，または配偶者がその意思を表示することができない場
合には不要（796条ただし書）
養子となる者が未成年者の場合，夫婦共同での養子縁組が必要（795条本文）。た
だし，配偶者の嫡出子を養子とする場合，または配偶者がその意思を表示すること
ができない場合には不要（795条ただし書）

養子となる者
養親の尊属または年長者は養子にはなれない（793条）
養子となる者が15歳未満のときは，法定代理人が養子縁組の承諾をする（797条
１項）

家庭裁判所の
許可が必要な
場合

養子となる者が未成年者のとき（798条１項）。ただし，自己または配偶者の直系
卑属（孫など）を養子とする場合は不要（798条１項ただし書）
養親となる者が後見人，養子となる者が被後見人のとき（794条）

成立までの監
護期間 特に設定なし

戸籍の表記 実親の名前が記載され，養子の続柄は「養子」「養女」と記載

普通養子縁組
　　　

重要用語

●普通養子縁組の主な要件
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